
埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の取扱いフローチャート（民間事業者用）

事業計画立案

遺跡の有無の照会

小規模工事 大規模工事

遺跡への影響少

現状保存可 現状保存不可

事前の全面発掘調査 ※３

工事着工 O.K

工事着工 O.K

工事着工 O.K

遺跡発見届の提出（法第 96 条）

工事中に遺跡新発見

通常遺跡

工事中の立会調査または慎重工事

遺跡の取扱い関する協議の終了

重要遺跡確認

保存の再協議

現状保存

遺跡への影響大

事前の試掘・確認調査 ※１

埋蔵文化財発掘届の提出（法第 93 条）※２ 埋蔵文化財発掘届の提出（法第 93 条）

遺跡の範囲内

遺跡の保存協議

遺跡の範囲外

　※１ 費用は原則教育委員会が負担　
　※２ 工事着手の 60 日前までに提出
　※３ 費用は原則事業主体者が負担

もしも

場合によっては

もしも


